
� （医療保険　更新用）

定期特約

ご契約のしおり

「定期特約」の特長・お支払について

１．死亡・高度障害に対する保障を得ることができます。

２．喫煙状況により『ノンスモーカー割引』が適用される場合には、 
保険料の割引があります。

○保険金は、つぎのとおりお支払いします。

名称 支払事由 支払額 受取人
特約死亡
保険金

保険期間中に死亡
したとき

特
約
保
険
金
額

死亡保険金受取人

特約高度障害
保険金

保険期間中に所定
の高度障害状態に
なったとき

被保険者

＊所定の高度障害状態については別表３をご覧ください。

＊�特約死亡保険金と特約高度障害保険金は重複してお支払いしませ
ん。

＊�特約高度障害保険金をお支払いした場合には、「定期特約」は消滅
します。
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○つぎの免責事由に該当した場合、保険金をお支払いできません。

名称 免責事由
特約死亡
保険金

（1）責任開始期（日）から３年以内の被保険者の自殺
（2）契約者または死亡保険金受取人の故意
（3）戦争その他の変乱

特約高度
障害保険金

（1）契約者または被保険者の故意
（2）被保険者の自殺行為
（3）被保険者の犯罪行為
（4）戦争その他の変乱

＊�戦争その他の変乱による危険の増加が会社の計算の基礎におよぼす
影響が少ない場合には、当社は保険金を全額または削減して支払い
ます。
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特約の更新

●「定期特約」の更新について
＊保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。

＊�更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同ーの年数とします。た
だし、更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が
80歳をこえる場合には、所定の範囲で更新後の保険期間を変更し
て更新することがあります。

●更新後の「定期特約」と保険料について
＊�更新後の「定期特約」には、更新日現在の特約条項が適用され、更
新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率によって
計算されます。

＊�同一の保障内容で更新する場合であっても、更新後の特約の保険料
は、通常、更新前より高くなります。

＊�更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したもの
とみなします。

●「定期特約」の更新を希望しない場合
＊�「定期特約」の更新を希望しない場合には、保険期間満了の日の２
か月前までにお申し出ください。
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『ノンスモーカー割引』について

・�『ノンスモーカー割引』とは、被保険者の喫煙状況が所定の基準に
該当している場合に、「ノンスモーカー割引特約〈正式名称：非喫
煙割引特約〉」を付加することにより、「定期特約」の保険料の割引
を行うものです。

●�『ノンスモーカー割引』のしくみ
・�「ノンスモーカー割引特約」を付加した「定期特約」の保険料率
は、非喫煙保険料率となり、通常の保険料に比べ割安になります。

〈非喫煙保険料率の適用について〉
・�非喫煙保険料率は、つぎの基準に該当している被保険者に対して適
用します。
　⑴　過去１年間に喫煙したことがないこと（※）
　　　※�喫煙状況の判断は、告知に加え所定の検査によって行います。
　⑵　保険金額が所定の金額以上であること

・�喫煙状況について、故意または重大な過失によって、事実と違うこ
とを申告された場合、当社は「非喫煙割引に関する告知義務違反」
として「ノンスモーカー割引特約」を解除することがあります。こ
の場合には、「定期特約」の保険金額の減額などを行います。

●�「ノンスモーカー割引特約」の復活について
・�保険料のお払込がないまま効力を失った場合でも、失効した日から
１年以内であれば、「ノンスモーカー割引特約」の復活を請求でき
ます。

・�復活を行う際に、被保険者の喫煙状況が所定の基準に該当しないた
め、「ノンスモーカー割引特約」を復活することができずに「定期
特約」を復活する場合には、復活後の「定期特約」の保険料率を通
常の保険料率に変更し、所定の方法によって計算した金額を授受す
ることがあります。

●「ノンスモーカー割引特約」の保険期間満了後のお取扱について
・�「ノンスモーカー割引特約」には、告知・診査を省略して更新する
お取扱がありません。したがって、更新後の「定期特約」の保険料
率は、通常の保険料率になります。ただし、「定期特約」の更新の
際に告知・診査をあらためてお申出いただき、被保険者の喫煙状況
が所定の基準に該当している場合には、「ノンスモーカー割引特約」
を継続することができます。（更新時に「ノンスモーカー割引特約」
を取扱っている場合に限ります。）
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●支払事由に該当しない場合
・つぎのような場合など、約款に定める支払事由に該当しないとき
　⑴　保険期間の満了した後に死亡したとき
　⑵　巻末の別表３に定める高度障害状態に該当しないとき

●免責事由に該当した場合
　�詳しくは、「定期特約」の特長・お支払についての項をご覧ください。

●告知義務違反による解除の場合

●保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合

●重大事由による解除の場合
　�詳しくは、主契約の「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

●詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
　＊この場合、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません。
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「定期特約」高度障害保険金 >
（巻末の別表３に定める高度障害状態）
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<「定期特約」死亡保険金 >

ご契約（復活）から１年後に「脳
梗塞」で死亡した場合

ご契約（復活）から１年後に自
殺した場合

「定期特約」死亡保険金 >

ご契約（復活）の前に「慢性Ｃ
型肝炎」により通院していた事
実について、告知書で正しく告
知せずにご契約（復活）し、ご
契約（復活）から１年後に「慢性
Ｃ型肝炎」とは全く因果関係の
ない「胃がん」で死亡した場合

ご契約（復活）の際には、その
ときの被保険者のご健康の状態
について正確に告知をしていた
だく必要がありますが、故意ま
たは重大な過失によって事実を
告知されなかったり、事実と違
うことを告知いただいた場合に
は、ご契約は解除となり、保険
金・年金はお支払いできません。
ただし、告知義務違反の対象と
なった事実と、保険金・年金の
請求原因の間に、全く因果関係
が認められない場合には、保険
金・年金をお支払いします。

ご契約（復活）の前に「慢性Ｃ
型肝炎」により通院していた事
実について、告知書で正しく告
知せずにご契約（復活）し、ご
契約（復活）から１年後に「慢
性Ｃ型肝炎」を原因とする「肝
がん」で死亡した場合
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解約と解約払戻金について

●解約について
＊�生命保険は、お客さまとご家族にとって大切な財産となりますの
で、ぜひご継続ください。

●「定期特約」の解約払戻金について
＊�生命保険は、多数の方が保険料を出し合い、相互に保障し、助け合
う制度です。したがって、預貯金のように保険料がそのまま積み立
てられるものではありません。保険料のうち、一部は年々の保険金
などのお支払に、また一部はご契約を維持するための費用などにあ
てられるしくみになっています。したがって、途中で解約すると、
多くの場合お払込みいただいた保険料全額は戻りません。特に、ご
契約後経過年数が短い場合は、解約払戻金は全くないか、あっても
払込保険料の合計額に比べて少ない金額になります。（解約払戻金
額は、契約年齢、性別、保険期間、保険料払込期間、経過年数など
によって異なります。）

「定期特約」、「家族生活保障特約」、「医療特約」の解約払戻金につ
いて
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定期特約 

（2024年３月18日改定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、主契約に付加することによって、被保険者が死亡した場

合は特約死亡保険金を、所定の高度障害状態に該当した場合は特約高度
障害保険金を支払うことを主な内容とするものです。 

第１条＜特約の締結および責任開始期＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、「主
契約」といいます。）を締結する際に、保険契約者が会社に申し出て、
会社が承諾することにより、主契約に付加して締結します。 

２ この特約の責任開始期（以下、「責任開始期」といいます。）は、
主契約の責任開始期と同一とします。 

第２条＜特約の被保険者＞ 
  この特約の被保険者（以下、「被保険者」といいます。）は、主契
約の被保険者と同一とします。 

第３条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込＞ 
１ この特約の保険期間は、会社所定の範囲で定めます。 
２ この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間および主契約の
保険料払込期間を限度とし、会社所定の範囲で定めます。 

３ この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとし、
主契約の保険料が前納のときは、この特約の保険料も前納とします。 

４ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない
場合には、この特約は、その未払込保険料の払込期月に属する契約応
当日から将来に向って解約されたものとします。 

５ 年払契約または半年払契約において、この特約が消滅した場合また
はこの特約の保険料の払込を要しなくなった場合、その払込期月に対
応するものとして払い込まれたこの特約の保険料（保険料の払込免除
事由に該当した後に、払い込まれたものとして取り扱われる保険料を
除きます。）については、会社は、会社の定めるところにより未経過
期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険料相当額
を保険契約者（保険金を支払うときは、保険金とともにその保険金の
受取人）に支払います。ただし、月払契約の場合は支払いません。 

６ 前項の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、主
契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険金等の
支払時期および支払場所の規定を準用します。 

第４条＜特約保険金の支払＞ 
１ 特約死亡保険金、特約高度障害保険金（以下、総称して「特約保険
金」といいます。）の支払は、つぎのとおりとします。 

 (1) 特約死亡保険金 

特約保険金を
支払う場合（以
下、「支払事由」
といいます。） 

被保険者が、この特約の保険期間中に死亡したとき 

支払額 特約保険金額 

受取人 主契約の死亡保険金受取人 
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支払事由に該
当しても特約保
険金を支払わ
ない場合（以
下、「免責事由」
といいます。） 

被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当
したとき 
①保険契約者または主契約の死亡保険金受取人の
故意 

②責任開始期（この特約の復活または復旧が行われ
た場合は最後の復活または復旧の際の責任開始
期。以下同じ。）の属する日からその日を含めて
３年以内の被保険者の自殺 

③戦争その他の変乱 

 
 (2) 特約高度障害保険金 

支払事由 被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原
因として、この特約の保険期間中に別表３に定める
高度障害状態（以下、「高度障害状態」といいます。）
に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに
生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または
疾病（責任開始期前にすでに生じていた障害状態の
原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害
または疾病に限ります。）を原因とする障害状態が
新たに加わって高度障害状態に該当したときを含み
ます。 

支払額 特約保険金額 

受取人 主契約の高度障害保険金の受取人 

免責事由 被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当
したとき 
①保険契約者または被保険者の故意 
②被保険者の自殺行為 
③被保険者の犯罪行為 
④戦争その他の変乱 

 
２ 主契約の死亡保険金受取人が２人以上いる場合の特約死亡保険金の
受取割合は、主契約の死亡保険金の受取割合と同じとします。 

３ 特約高度障害保険金の請求前に被保険者が死亡した場合は、特約高
度障害保険金は支払わず、特約死亡保険金を主契約の死亡保険金受取
人に支払います。 

４ 特約高度障害保険金を支払った場合は、この特約は、その高度障害
状態に該当した時にさかのぼって消滅します。 

５ 免責事由に該当して、特約死亡保険金を支払わない場合には、会社
は、この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。ただし、保
険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合には支払いません。 

６ 主契約の死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、
その受取人が特約死亡保険金の一部の受取人であるときには、会社は、
特約死亡保険金の残額をその他の主契約の死亡保険金受取人に支払い、
支払わない部分の保険料積立金を保険契約者に支払います。 

７ 被保険者が、戦争その他の変乱によって特約保険金の支払事由に該
当した場合でも、支払事由に該当する被保険者の数の増加が、この特
約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、会社は、その程度に応
じ、特約保険金を全額または削減して支払うことがあります。 

８ この特約が更新されない場合で、この特約の保険期間満了の日にお
いて、高度障害状態のうちの回復の見込がないことのみが明らかでな
いために特約高度障害保険金が支払われないときで、この特約の保険
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支払事由に該
当しても特約保
険金を支払わ
ない場合（以
下、「免責事由」
といいます。） 

被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当
したとき 
①保険契約者または主契約の死亡保険金受取人の
故意 

②責任開始期（この特約の復活または復旧が行われ
た場合は最後の復活または復旧の際の責任開始
期。以下同じ。）の属する日からその日を含めて
３年以内の被保険者の自殺 

③戦争その他の変乱 

 
 (2) 特約高度障害保険金 

支払事由 被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原
因として、この特約の保険期間中に別表３に定める
高度障害状態（以下、「高度障害状態」といいます。）
に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに
生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または
疾病（責任開始期前にすでに生じていた障害状態の
原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害
または疾病に限ります。）を原因とする障害状態が
新たに加わって高度障害状態に該当したときを含み
ます。 

支払額 特約保険金額 

受取人 主契約の高度障害保険金の受取人 

免責事由 被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当
したとき 
①保険契約者または被保険者の故意 
②被保険者の自殺行為 
③被保険者の犯罪行為 
④戦争その他の変乱 

 
２ 主契約の死亡保険金受取人が２人以上いる場合の特約死亡保険金の
受取割合は、主契約の死亡保険金の受取割合と同じとします。 

３ 特約高度障害保険金の請求前に被保険者が死亡した場合は、特約高
度障害保険金は支払わず、特約死亡保険金を主契約の死亡保険金受取
人に支払います。 

４ 特約高度障害保険金を支払った場合は、この特約は、その高度障害
状態に該当した時にさかのぼって消滅します。 

５ 免責事由に該当して、特約死亡保険金を支払わない場合には、会社
は、この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。ただし、保
険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合には支払いません。 

６ 主契約の死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、
その受取人が特約死亡保険金の一部の受取人であるときには、会社は、
特約死亡保険金の残額をその他の主契約の死亡保険金受取人に支払い、
支払わない部分の保険料積立金を保険契約者に支払います。 

７ 被保険者が、戦争その他の変乱によって特約保険金の支払事由に該
当した場合でも、支払事由に該当する被保険者の数の増加が、この特
約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、会社は、その程度に応
じ、特約保険金を全額または削減して支払うことがあります。 

８ この特約が更新されない場合で、この特約の保険期間満了の日にお
いて、高度障害状態のうちの回復の見込がないことのみが明らかでな
いために特約高度障害保険金が支払われないときで、この特約の保険

期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がな
いことが明らかになったときには、この特約の保険期間満了の日に高
度障害状態に該当したものとみなして特約高度障害保険金を支払いま
す。 

９ 第１項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が、責任開始期前
の疾病を原因として、特約高度障害保険金の支払事由に該当した場合
はつぎのとおりとします。 

 (1) 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知ってい
たその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾
した範囲内で特約高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一
部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が
正確に知ることができなかった場合を除きます。 

 (2) その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受
けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたこ
とがない場合には、特約高度障害保険金を支払います。ただし、そ
の疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または
自覚していた場合を除きます。 

第５条＜特約保険金の請求、支払時期および支払場所＞ 
  この特約の特約保険金の請求、支払時期および支払場所については、
主約款の規定を準用します。 

第６条＜特約の保険料の払込免除＞ 
  この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免
除に関する規定を準用します。 

第７条＜特約の失効＞ 
  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
この場合には、保険契約者は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを請求することができます。 

第８条＜特約の復活＞ 
１ 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約につい
ても同時に復活の請求があったものとします。 

２ 会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾した場
合には、主約款の規定を準用してこの特約の復活を取り扱います。 

第９条＜原特約への復旧＞ 
１ 主契約の復旧請求の際、別段の申出がないときは、この特約につい
ても同時に復旧の請求があったものとします。 

２ 会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復旧を承諾した場
合には、主約款の規定を準用してこの特約の復旧を取り扱います。 

第10条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞ 
１ 保険契約者は、主契約の保険期間の変更、主契約の保険料払込期間
の変更の際、会社の承諾を得て、会社の定める範囲でこの特約の保険
期間、この特約の保険料払込期間を変更することができます。 

２ 主契約の保険期間が短縮され、この特約の保険期間が主契約の保険
期間をこえるときは、会社の定める範囲で、この特約の保険期間を短
縮するものとし、また、この特約の保険料払込期間をあわせて短縮す
ることがあります。 

３ 主契約の保険料払込期間が短縮され、この特約の保険料払込期間が
主契約の保険料払込期間をこえるときは、会社の定める範囲で、この
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特約の保険料払込期間を短縮するものとし、また、この特約の保険期
間をあわせて短縮することがあります。 

４ 前３項の場合、会社は、主約款の保険期間の変更の規定、主約款の
保険料払込期間の変更の規定を準用して、この特約の保険期間の変更、
この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。 

第11条＜主約款の保険料の自動振替貸付および保険契約者に対す
る貸付の規定を適用する場合の取扱＞ 
１ 主約款の保険料の自動振替貸付の規定は、主契約の保険料とこの特
約の保険料との合計額について適用します。 

２ 主約款の保険料の自動振替貸付の規定を適用する場合、この特約の
解約払戻金があるときはその金額を主契約の解約払戻金額に加えて取
り扱います。 

３ 主約款の保険契約者に対する貸付の規定を適用する場合、この特約
の解約払戻金額は主契約の解約払戻金額に加えません。 

第12条＜告知義務および告知義務違反による解除＞ 
  この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務、告知義務違
反による解除およびこの特約を解除できない場合については、主約款
の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない
場合の規定を準用します。 

第13条＜重大事由による解除＞ 
  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由によ
る解除の規定を準用します。 

第14条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約し、この特約の解約払
戻金を請求することができます。 

２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会
社に提出してください。 

第15条＜特約保険金額の減額＞ 
１ 保険契約者は、将来に向って特約保険金額を減額することができま
す。ただし、会社は、減額後の特約保険金額が会社の定める限度を下
まわる減額は取り扱いません。 

２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会
社に提出してください。 

３ 本条の規定により特約保険金額を減額した場合には、減額分は解約
されたものとして取り扱い、前条の規定を準用します。 

第16条＜特約の消滅＞ 
１ つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約も同時に消滅し
ます。 

 (1) 主契約が消滅したとき 
 (2) 主契約が払済保険に変更されたとき 
２ 前項第１号の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、こ
の特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
ただし、特約保険金の支払事由に該当した場合を除きます。 

３ 第１項第２号の規定によりこの特約が消滅した場合には、この特約
の解約払戻金を主契約の解約払戻金に加えて、主契約の払済保険の保
険金額を計算します。 
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特約の保険料払込期間を短縮するものとし、また、この特約の保険期
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戻金を請求することができます。 
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社に提出してください。 
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１ 保険契約者は、将来に向って特約保険金額を減額することができま
す。ただし、会社は、減額後の特約保険金額が会社の定める限度を下
まわる減額は取り扱いません。 
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３ 本条の規定により特約保険金額を減額した場合には、減額分は解約
されたものとして取り扱い、前条の規定を準用します。 

第16条＜特約の消滅＞ 
１ つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約も同時に消滅し
ます。 

 (1) 主契約が消滅したとき 
 (2) 主契約が払済保険に変更されたとき 
２ 前項第１号の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、こ
の特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
ただし、特約保険金の支払事由に該当した場合を除きます。 

３ 第１項第２号の規定によりこの特約が消滅した場合には、この特約
の解約払戻金を主契約の解約払戻金に加えて、主契約の払済保険の保
険金額を計算します。 

第17条＜特約の払戻金＞ 
  この特約の解約払戻金および保険料積立金は、経過年月数（保険料
払込期間中の保険契約において、経過年月数が払込年月数を超える場
合は、払込年月数）により計算します。 

第18条＜特約の契約者配当＞ 
  この特約に対しては、契約者配当はありません。 

第19条＜特約の更新＞ 
１ 主契約およびこの特約の保険期間が満了し主契約が更新された場合
またはこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の
日の前にある場合には、保険契約者がこの特約の保険期間満了の日の
２か月前までにこの特約を更新しない旨を会社に通知しない限り、こ
の特約（この特約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれてい
るものに限ります。）は、この特約の保険期間満了の日の翌日に更新
されるものとし、この日を更新日とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、この特約は更新されないものとします。 

 (1) 更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の
年齢が会社の定める範囲をこえるとき 

 (2) 更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間
満了の日をこえるとき 

 (3) この特約の保険期間が歳満期で定めてあるとき 
 (4) この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていない

とき 
３ 更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同
一の年数とします。ただし、前項第１号または第２号に該当する場合
には、会社の定める範囲でこの特約の保険期間を短縮してこの特約を
更新します。 

４ 前項のほか、この特約は、会社の定める範囲で、この特約の保険期
間を変更して更新することがあります。 

５ 更新後のこの特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢によ
って計算します。 

６ この特約の更新日の属する月が主契約の払込期月と合致する場合、
更新するこの特約の第１回保険料は、更新日の属する月を払込期月と
する主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合には、
主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および保険契約の失効、
猶予期間中に保険事故が発生した場合、ならびに保険料の自動振替貸
付の規定を準用します。 

７ 前項の保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかったときは、
この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の
保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。 

８ この特約の更新日の属する月が主契約の払込期月と合致しない場合、
会社の定めた方法で計算した更新するこの特約の第１回保険料を、会
社の定める方法で払い込むことを要します。この場合、更新するこの
特約の第１回保険料が会社の指定した日までに払い込まれなかったと
きは、この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの
特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。 

９ 第４条＜特約保険金の支払＞、第６条＜特約の保険料の払込免除＞
および第12条＜告知義務および告知義務違反による解除＞の規定の適
用に際しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保
険期間とは継続されたものとして取り扱います。 

10 更新後のこの特約には、更新日現在の特約条項および保険料率が適
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用されます。 
11 更新後の特約保険金額は、更新前の特約保険金額と同額とします。 
12 この特約が更新された場合は、第17条＜特約の払戻金＞を「この特
約の解約払戻金および保険料積立金は、更新（更新が２回以上行われ
た場合は最後の更新）後の経過年月数（保険料払込期間中の保険契約
において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）に
より計算します。」と読み替えます。 

13 本条の規定によりこの特約を更新した場合には、保険証券は発行せ
ず、旧保険証券と更新通知書をもって新保険証券に代えます。 

14 第２項第４号の規定によりこの特約が更新されず、かつ、第２項第
１号から第３号のいずれの規定にも該当しないときは、保険契約者か
ら特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの特約
と同種類の特約を更新時に締結します。この場合、第９項の規定を準
用し、この特約の保険期間と更新時に締結する他の特約の保険期間と
は継続されたものとして取り扱います。 

第20条＜契約内容の登録＞ 
（削除） 

第21条＜管轄裁判所＞ 
  特約保険金またはこの特約の保険料の払込免除の請求に関する訴訟
については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第22条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないもの
を除き、主約款の規定を準用します。 

第23条＜中途付加する場合の特則＞ 
１ 第１条＜特約の締結および責任開始期＞第１項の規定にかかわらず、
主契約の締結後、保険契約者は被保険者の同意および会社の承諾を得
て、会社の定める範囲でこの特約を主契約に付加して締結することが
できます。この場合、つぎのとおりとします。 

 (1) 保険契約者は、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を
含みます。以下同じ。）を充当する期間の初日（以下、「付加日」
といいます。）を、会社の定める範囲内で、つぎのとおり定めるも
のとします。 

  ① 月払契約の場合 
   主契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、

その月の末日を契約応当日とします。本特約条項を通じて同じ。） 
  ② 半年払契約の場合 
   主契約の半年単位の契約応当日 
  ③ 年払契約の場合 
   主契約の年単位の契約応当日 
 (2) この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月中に主契約の払込

方法（経路）にしたがい、主契約の保険料と同時に払い込んでくだ
さい。 

 (3) この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込む主契
約の保険料と同じ猶予期間があります。 

 (4) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この特約の中途付
加はなかったものとします。この場合、猶予期間中に保険事故が発
生しても主約款の規定は準用しません。 

２ この特約を主契約に付加した場合には、つぎのとおりとします。 
 (1) 第１条＜特約の締結および責任開始期＞第２項の規定にかかわら
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  ② 半年払契約の場合 
   主契約の半年単位の契約応当日 
  ③ 年払契約の場合 
   主契約の年単位の契約応当日 
 (2) この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月中に主契約の払込

方法（経路）にしたがい、主契約の保険料と同時に払い込んでくだ
さい。 

 (3) この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込む主契
約の保険料と同じ猶予期間があります。 

 (4) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この特約の中途付
加はなかったものとします。この場合、猶予期間中に保険事故が発
生しても主約款の規定は準用しません。 

２ この特約を主契約に付加した場合には、つぎのとおりとします。 
 (1) 第１条＜特約の締結および責任開始期＞第２項の規定にかかわら

ず、会社は、この特約の第１回保険料を受け取った時か前項に定め
る付加日（保険料口座振替特約または保険料クレジットカード支払
特約により変更された内容を含みます。）のいずれか早い時を責任
開始期とします。 

 (2) 前号に定める責任開始期の属する日から付加日の前日までの間に
特約保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込の免除事由が
生じたときは、前項第１号の規定（保険料口座振替特約または保険
料クレジットカード支払特約により変更された内容を含みます。）
にかかわらず、責任開始期の属する日の直前の主契約の月単位の契
約応当日を付加日とし、この特約の保険期間およびこの特約の保険
料払込期間は、その日を基準として再計算し、この特約の保険料に
過不足があれば精算します。この場合、責任開始期の変更はありま
せん。 

 (3) この特約の保険料は、付加日直前の主契約の年単位の契約応当日
（付加日と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合はその応当
日）における被保険者の満年齢により計算します。 

 (4) 前号の場合、この特約の第１回保険料については、会社の定めた
方法で計算した金額の払込を要することがあります。 

 (5) 保険証券は発行せず、保険契約者に書面をもって通知します。 

第24条＜主契約に年金支払移行特約が付加された場合の特則＞ 
（記載省略） 

第25条＜疾病入院保険、医療保険〔2005〕に付加する場合の特則＞ 
１ この特約を疾病入院保険または医療保険〔2005〕に付加した場合に
は、第23条＜中途付加する場合の特則＞第２項第３号および第４号を、
つぎのとおり読み替えます。 

 (3) この特約の保険料は、つぎのとおりとします。 
  ① 主契約の保険期間が終身かつ主契約の保険料払込期間が

終身払で定めてあるとき 
付加日における被保険者の満年齢により計算します。 

  ② 主契約の保険期間および保険料払込期間が前①以外で定
めてあるとき 
付加日直前の主契約の年単位の契約応当日（付加日と主契
約の年単位の契約応当日が一致する場合はその応当日）に
おける被保険者の満年齢により計算します。 

 (4) 前号②の場合、この特約の第１回保険料については、会社
の定めた方法で計算した金額の払込を要することがあります。 

２ この特約を疾病入院保険または医療保険〔2005〕に付加した場合で、
主契約に保険金不担保特則が付加されているときには、つぎのとおり
とします。 

 (1) 第４条＜特約保険金の支払＞第１項第１号の特約死亡保険金の受
取人中、「主契約の死亡保険金受取人」とあるのを「主契約の死亡
保険金受取人（指定のない場合は、被保険者の死亡時の法定相続人）」
と読み替えます。 

 (2) 第４条＜特約保険金の支払＞第１項第２号の特約高度障害保険金
の受取人中、「主契約の高度障害保険金の受取人」とあるのを「主
契約の疾病入院給付金の受取人」と読み替えます。 
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非喫煙割引特約 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適合

する場合に、この特約を付加した主契約および主特約の保険料
の割引を行う取扱について規定したものです。 

第１条＜特約の締結＞ 
  この特約は、つぎの保険契約等を締結または更新する際に、
主契約または主特約の被保険者（以下、「被保険者」といいま
す。）の喫煙状況が会社の定める基準に適合する場合に、保険
契約者が会社に申し出て、会社が承諾することにより、主契
約または主特約それぞれに付加して締結します。 
(1) 会社の定める主たる保険契約（以下、「主契約」といいま
す。） 

(2) 会社の定める特約の全部または一部（以下、「主特約」と
いいます。） 

第２条＜主契約または主特約の保険料率＞ 
  この特約を付加した主契約または主特約の保険料率は、非
喫煙保険料率とします。 

第３条＜特約の保険期間＞ 
  この特約の保険期間は、この特約を付加した主契約または
主特約の保険期間と同一とします。 

第４条＜特約の失効＞ 
  主契約または主特約が効力を失ったときは、この特約も同
時に効力を失います。 

第５条＜特約の復活＞ 
１ 被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適合する場合、
保険契約者は、主契約または主特約の復活請求の際、この特
約の復活の請求をすることができます。 

２ 会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承
諾した場合には、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」と
いいます。）または主特約の特約条項の規定を準用してこの特
約の復活を取り扱います。 

３ 被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適合しないため、
会社がこの特約の復活を承諾しない場合で、主約款または主
特約の特約条項の規定により主契約または主特約の復活が行
われたときには、会社の定めた方法で計算した金額をつぎの
とおり精算します。 
(1) 払い戻す金額がある場合には、会社は、これを保険契約者
に払い戻します。 

(2) 会社へ払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、
会社の指定した日までに会社の指定した方法で払い込むこ

- 16 -



非喫煙割引特約 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適合

する場合に、この特約を付加した主契約および主特約の保険料
の割引を行う取扱について規定したものです。 

第１条＜特約の締結＞ 
  この特約は、つぎの保険契約等を締結または更新する際に、
主契約または主特約の被保険者（以下、「被保険者」といいま
す。）の喫煙状況が会社の定める基準に適合する場合に、保険
契約者が会社に申し出て、会社が承諾することにより、主契
約または主特約それぞれに付加して締結します。 
(1) 会社の定める主たる保険契約（以下、「主契約」といいま
す。） 

(2) 会社の定める特約の全部または一部（以下、「主特約」と
いいます。） 

第２条＜主契約または主特約の保険料率＞ 
  この特約を付加した主契約または主特約の保険料率は、非
喫煙保険料率とします。 

第３条＜特約の保険期間＞ 
  この特約の保険期間は、この特約を付加した主契約または
主特約の保険期間と同一とします。 

第４条＜特約の失効＞ 
  主契約または主特約が効力を失ったときは、この特約も同
時に効力を失います。 

第５条＜特約の復活＞ 
１ 被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適合する場合、
保険契約者は、主契約または主特約の復活請求の際、この特
約の復活の請求をすることができます。 

２ 会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承
諾した場合には、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」と
いいます。）または主特約の特約条項の規定を準用してこの特
約の復活を取り扱います。 

３ 被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適合しないため、
会社がこの特約の復活を承諾しない場合で、主約款または主
特約の特約条項の規定により主契約または主特約の復活が行
われたときには、会社の定めた方法で計算した金額をつぎの
とおり精算します。 
(1) 払い戻す金額がある場合には、会社は、これを保険契約者
に払い戻します。 

(2) 会社へ払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、
会社の指定した日までに会社の指定した方法で払い込むこ

とを要します。 

第６条＜特約の復旧＞ 
１ 被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適合する場合、
保険契約者は、主特約の復旧請求の際、この特約の復旧の請
求をすることができます。 

２ 会社は、前項の規定により請求されたこの特約の復旧を承
諾した場合には、主特約の特約条項の規定を準用してこの特
約の復旧を取り扱います。 

３ 被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適合しないため、
会社がこの特約の復旧を承諾しない場合で、主特約の復旧が
行われたときには、会社の定めた方法で計算した金額をつぎ
のとおり精算します。 
(1) 払い戻す金額がある場合には、会社は、これを保険契約者
に払い戻します。 

(2) 会社へ払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、
会社の指定した日までに会社の指定した方法で払い込むこ
とを要します。 

第７条＜喫煙状況に関する告知義務＞ 
  この特約の締結、復活または復旧の際、会社が、被保険者
の過去１年間の喫煙状況に関し告知書で質問した事項につい
て、保険契約者または被保険者は、その告知書によって告知
してください。ただし、会社指定の医師の質問により告知を
求めたときは、その医師に対して口頭で告知してください。 

第８条＜喫煙状況に関する告知義務違反による特約の解除＞ 
１ 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、故意また
は重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でない
ことを告げた場合には、会社は、将来に向ってこの特約を解
除することができます。 

２ 会社は、主契約もしくは主特約の保険金等の支払事由また
は保険料の払込の免除事由が生じた後でも、この特約を解除
することができます。 

３ 前項の規定にかかわらず、主契約もしくは主特約の保険金
等の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除
の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保
険者または主契約もしくは主特約の保険金等の受取人が証明
したときは、会社は、この特約の解除を行いません。 

４ 本条の規定によるこの特約の解除は、保険契約者に対する
通知によって行います。ただし、保険契約者またはその住所
もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保
険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または
主契約もしくは主特約の保険金等の受取人に解除の通知をし
ます。 

５ 本条の規定によりこの特約が解除された場合は、会社の定
める方法で、主契約または主特約の保険金額を減額します。
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ただし、主契約もしくは主特約の保険金等の支払事由または
保険料の払込の免除事由の発生前にこの特約が解除された場
合は、すでに払い込んだ主契約または主特約の保険料につい
て、この特約を付加しなかった場合の主契約または主特約の
保険料との差額を徴収する方法により処理することがありま
す。 

６ 本条によるこの特約の解除をできない場合については、主
約款の保険契約を解除できない場合の規定を準用します。 

第９条＜喫煙状況に関する検査＞ 
  この特約の締結、復活または復旧の際、会社は、被保険者
の喫煙状況に関する会社の定める検査を求めます。 

第10条＜喫煙状況に関する検査において不正を行った場合の取扱＞ 
１ 保険契約者または被保険者が、前条の喫煙状況に関する検
査において、不正を行った場合には、会社は、将来に向って
この特約を解除することができます。 

２ 前項の規定によりこの特約が解除された場合は、第８条＜
喫煙状況に関する告知義務違反による特約の解除＞第２項、
第４項および第５項の規定を準用します。 

第11条＜特約の解約＞ 
この特約のみの解約は取り扱いません。 

第12条＜この特約を付加した主契約または主特約の解約払戻金＞ 
  この特約を付加した主契約または主特約の解約払戻金は、
第２条＜主契約または主特約の保険料率＞に規定する保険料
率に応じて計算します。 

第13条＜特約の更新＞ 
  この特約の更新は取り扱いません。 

第14条＜主約款または主特約の特約条項の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許され
ないものを除き、主約款または主特約の特約条項の規定を準
用します。 
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ただし、主契約もしくは主特約の保険金等の支払事由または
保険料の払込の免除事由の発生前にこの特約が解除された場
合は、すでに払い込んだ主契約または主特約の保険料につい
て、この特約を付加しなかった場合の主契約または主特約の
保険料との差額を徴収する方法により処理することがありま
す。 

６ 本条によるこの特約の解除をできない場合については、主
約款の保険契約を解除できない場合の規定を準用します。 

第９条＜喫煙状況に関する検査＞ 
  この特約の締結、復活または復旧の際、会社は、被保険者
の喫煙状況に関する会社の定める検査を求めます。 

第10条＜喫煙状況に関する検査において不正を行った場合の取扱＞ 
１ 保険契約者または被保険者が、前条の喫煙状況に関する検
査において、不正を行った場合には、会社は、将来に向って
この特約を解除することができます。 

２ 前項の規定によりこの特約が解除された場合は、第８条＜
喫煙状況に関する告知義務違反による特約の解除＞第２項、
第４項および第５項の規定を準用します。 

第11条＜特約の解約＞ 
この特約のみの解約は取り扱いません。 

第12条＜この特約を付加した主契約または主特約の解約払戻金＞ 
  この特約を付加した主契約または主特約の解約払戻金は、
第２条＜主契約または主特約の保険料率＞に規定する保険料
率に応じて計算します。 

第13条＜特約の更新＞ 
  この特約の更新は取り扱いません。 

第14条＜主約款または主特約の特約条項の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許され
ないものを除き、主約款または主特約の特約条項の規定を準
用します。 
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解約払戻金額例表                      

●「定期特約」 

１．「非喫煙割引特約」を付加していない場合 

(特約保険金額：100万円当たり／単位：円) 

保保 

険険 

料期 

払間 

込・  

期が 

間が 

経払 

過込 

年年 

数数 

・  

男 性 女 性 

年 齢 年 齢 

30歳 40歳 50歳 60歳 30歳 40歳 50歳 60歳 

10 

年 

満 

期 

1 0 0 0 79 0 0 0 0 
3 0 0 1,373 8,769 0 0 0 2,657 
5 0 1,095 3,391 13,763 0 144 165 4,760 
7 0 1,434 3,607 13,570 0 524 539 4,824 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

２．「非喫煙割引特約」を付加している場合（非喫煙保険料率） 

(特約保険金額：100万円当たり／単位：円) 

保保 

険険 

料期 

払間 

込・  

期が 

間が 

経払 

過込 

年年 

数数 

・  

男 性 女 性 

年 齢 年 齢 

30歳 40歳 50歳 60歳 30歳 40歳 50歳 60歳 

10 

年 

満 

期 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 3,569 0 0 0 985 
5 0 0 656 6,227 0 0 0 2,491 
7 0 211 1,330 6,482 0 126 285 2,859 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
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